
（別紙）

◆訪問介護料金表（令和4年10月1日より）

１時間30分以上
(30分増す毎に)

1,170円

9割 1,053円

8割 （936円）

7割 （819円）

１割 117円

２割 （234円）

３割 （351円）

9割

8割

7割

１割

２割

３割

　※上記料金には特定事業所加算Ⅰ・処遇改善加算（Ⅰ）・ベースアップ支援加算が算定されている状態

　　で提示しています。

☆ 上表は訪問介護員1人による場合の料金です。訪問介護員2人の場合は上記の料金の倍額の料金

となります。2名のサービス従業者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、利用

者の同意を得た上で、2名のサービス従業者によりサービスを提供するものとします。

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更

します。

☆ 介護保険限度額を超えた場合は、利用料金全額がご利用者の負担となります。

訪問介護サービス料金表

サービスに要する時間 30分未満
30分以上
１時間未満

１時間以上
１時間30分未満

身
体
介
護

サービス利用料金 3,480円 5,510円 8,070円

うち、介護保険
から給付される

金額

3,132円 4,959円 7,263円

（2,784円） （4,408円） （6,456円）

（2,436円） （3,857円） （5,649円）

利用者
自己負担額

348円 551円 807円

（696円） （1,102円） （1,614円）

（1,044円） （1,653円） （2,421円）

サービスに要する時間
20分以上
45分未満

45分以上

生
活
援
助

サービス利用料金 2,550円 3,130円

うち、介護保険
から給付される

金額

2,295円 2,817円

利用者
自己負担額

255円 313円

（510円） （626円）

（765円）

（2,040円） （2,504円）

（1,785円） （2,191円）

（939円）



◆羽咋市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当のサービス
　料金表（令和4年10月1日より）

9割

8割

7割

1割

2割

3割

　※上記料金には介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・ベースアップ支援加算が算定されている状態で提示しています。

◆加算について

早朝 25%

夜間 25%

深夜 50%

　※加算は該当するサービス内容のみ算定いたします。

13,650円 27,270円 43,270円

（34,616円）

（9,555円） （19,089円） （30,289円）

ご契約者の利用頻度
予防訪問介護Ⅰ

（週1回程度の利用）
予防訪問介護Ⅱ

（週2回程度の利用）
予防訪問介護Ⅲ

（週3回程度の利用）

サービス利用料金

（8,654円）

（4,095円） （8,181円） （12,981円）

うち、介護保険から
給付される金額

12,285円 24,543円 38,943円

（10,920円） （21,816円）

当事業所より過去2か月サービスを提供を受けていない利用者が、新規にサービス
提供を受ける時は訪問介護計画書を作成し、初回に実施した訪問介護と同月内に
サービス提供責任者が訪問介護を行うか、同行訪問をします。この場合に加算され
ます。

1割・・・　200円
2割・・・（400円）
3割・・・（600円）

利用者
自己負担額

1,365円 2,727円 4,327円

（2,730円） （5,454円）

生活機能向上連携加
算（２） ・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士・作業療法士・言語聴覚

士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療
提供施設（200床未満）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して
行う場合に加算されます。

1割・・・  200円

2割・・・（400円）

3割・・・（600円）

訪問時間
帯での加算

午前6時～午前8時

午後6時～午後10時

午後10～午前6時

初回加算

緊急時訪問介護加算
利用者やその家族より要請を受けて緊急時のサービスを提供した場合は、提供した
身体介護の利用料金に併せて加算されます。（総合支援訪問介護には該当しませ
ん）

1割・・・　100円

2割・・・（200円）

3割・・・（300円）

生活機能向上連携加
算（１）

・訪問・通所リハビリテーション事業所または医療提供施設（病床200床未満）の理
学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言（アセスメント・カンファレン
ス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画（変更）を作成した場合
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサー
ビス提供の場において、又はＩＣＴを活用した動画等により、利用者の状態を把握し
たうえで、助言を行うことを定期的に行われた場合に加算されます。

1割・・・  100円

2割・・・（200円）

3割・・・（300円）


